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警察の組織1第 節

（１）公安委員会制度
公安委員会制度は、警察行政の民主的運営、政治的中立性の確保の点で大きな役割を果たし
ており、国に国家公安委員会を置いて警察庁を管理し、都道府県に都道府県公安委員会を置い
て都道府県警察を管理している。また、国家公安委員会委員長には国務大臣が充てられ、警察
の政治的中立性の確保と治安に対する内閣の行政責任の明確化という２つの要請の調和を図っ
ている。

（２）国の警察組織
執行事務を一元的に担う都道府県警察に対し、国の機関である警察庁は、警察制度の企画立
案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教育訓練、通信、
鑑識等に関する事務、警察行政に関する調整等を行う役割を担っている。警察庁長官は、国家
公安委員会の管理の下、これらの警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督している。

警察の組織1

図表１−１ 国の警察組織（平成27年度）
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（３）都道府県の警察組織
平成27年４月１日現在、47の都道府県警察に、警察本部や警察学校等のほか、1,167の警察
署が置かれている。

図表１−２ 都道府県の警察組織

注：地方自治法第252条の19第１項の規定により指定する市を包括する県
　　平成27年４月１日現在の指定県は、宮城、埼玉、千葉、神奈川、新潟、静岡、愛知、兵庫、岡山、広島、福岡及び熊本である。
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公安委員会の活動2第 節

（１）国家公安委員会
①　組織
国家公安委員会は、国務大臣たる委員長及び５人の委員によって組織されている。委員は内
閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。

②　活動
国家公安委員会では、国
家公安委員会規則の制定、
地方警務官（注）の任命や懲戒
処分、指定暴力団の指定に
際しての実質目的要件に該
当する旨の確認等、警察法
やその他の法律に基づきそ
の権限に属させられた事務
を行うほか、警察職員によ
る各種の不祥事案の防止対
策に関し警察庁を指導する
ことなどにより、警察運営
に関する大綱方針を示し、
警察庁を管理している。
平成26年中には、警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則等、12の国家
公安委員会規則を制定した。
国家公安委員会は、通常、毎週木曜日に定例会議を開催している。また、委員相互の意見交
換や警察庁からの報告の聴取を行うほか、都道府県公安委員会委員との意見交換や警察活動の
現場の視察を行うことなどにより、治安情勢と警察運営の把握に努めている。また、このよう
な活動の状況について、ウェブサイトで紹介している。

図表１−３ 国家公安委員会の構成（平成27年６月１日現在）

委　員　長 山 谷 え り 子 国 務 大 臣 、参 議 院 議 員
委　　　員 前 田 晃 伸 金 融 機 関 名 誉 顧 問
委　　　員 長 谷 川 眞 理 子 大 学 教 授
委　　　員 奥 野 知 秀 元 通 信 社 役 員
委　　　員 川 本 裕 子 大 学 教 授
委　　　員 北 島 信 一 元 外 交 官

国家公安委員会の定例会議

公安委員会の活動1

注：都道府県警察の警視正以上の階級にある警察官
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（２）都道府県公安委員会
①　組織
都道府県公安委員会

及び方面公安委員会は、
都、道、府及び指定県
では５人、それ以外の
県及び北海道の各方面
では３人の非常勤の委
員によって組織されて
おり、委員は都道府県
知事が都道府県議会の
同意を得て任命する。
ただし、道、府及び指定県の場合は、委員のうち２人の任命は当該道、府及び県が包括する指
定市の市長がその市議会の同意を得て推薦した者について行う。

図表１−４ 都道府県公安委員会委員の構成（平成26年12月31日現在）

48%

13%

12%

14%

13%

77%

23%

教育
経済
法曹
医療
その他

男性
女性

27年１月、国家公安委員会委員長は、福井県
を訪れ、美浜発電所を視察し、原子力関連施設の
警戒部隊を督励したほか、警察学校における訓練
状況、北朝鮮によるアベック拉致容疑事案の発生
現場周辺等を視察した。

美浜発電所の警戒部隊を督励する
国家公安委員会委員長

事例 ▶
Case

26年６月、国家公安委員会定例会議における「脱法ドラッグ」の乱用者が引き起こした交通
事故の報告を受け、「脱法ドラッグ」への対策やその呼称の在り方について議論を行い、対策の
強化や呼称の見直しを求めた。これを受け、同年７月、警察庁及び厚生労働省は、「脱法ドラッグ」
に代わる新たな呼称を広く国民から募集して検討を行い、規制の有無を問わず使用することが危
ない物質であることを明確に示す呼称として「危険ドラッグ」を選定した。

事例 ▶
Case

27年２月、国家公安委員会委員は、宮城県を
訪れ、県公安委員会委員と治安情勢等に関して意
見交換を行ったほか、東日本大震災において津波
により大きな被害を受けた地域を視察し、震災時
の避難誘導中に殉職した警察官の名前が刻まれた
慰霊碑に献花をした。

慰霊碑に献花をする国家公安委員会委員

事例 ▶
Case
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②　活動
都道府県公安委員会は、運転免許、交通規制、
犯罪被害者等給付金の裁定、古物営業等の各
種営業の監督等、国民生活に関わりのある数
多くの行政事務を処理するとともに、管内に
おける事件、事故及び災害の発生状況等を踏
まえた警察の取組、組織や人事管理の状況等
について、定例会議の場等で、警察本部長等
から報告を受け、これを指導することにより、
都道府県警察を管理している。
都道府県公安委員会は、おおむね月３回ないし４回の定例会議を開催するほか、警察署協議
会への参加、教育委員会等の関係機関との協議、警察活動の現場の視察等により、治安情勢と
警察運営の把握に努めている。また、このような活動の状況について、ウェブサイトで紹介し
ている。

（３）苦情処理及び監察の指示
警察法には苦情申出制度が設けられており、都道府県警察の職員の職務執行について苦情が
ある者は、都道府県公安委員会に対し文書により苦情の申出をすることができ、都道府県公安
委員会は、原則として処理の結果を文書により申出者に通知している。平成26年中は、全国の
都道府県公安委員会において930件の苦情を受理した。
なお、警察本部長や警察署長に対して申出があったものなど、都道府県警察の職員の職務執
行についての苦情でこの制度によらない申出についても、処理の結果を申出者に通知するなど
の対応を行っている。

高知県公安委員会のウェブサイト

平成26年１月、佐賀県公安委員会委員は、擬
似的な交通環境がスクリーンに表示され、自転車
乗用中の交通ルールと正しい交通マナーを実践的
に学ぶことが可能な自転車シミュレーターの体験
等を行った。

自転車シミュレーターを体験する
佐賀県公安委員会委員

事例 ▶
Case

26年４月、岡山県公安委員会委員は、通信指
令室において、110番事案が多発する地点に設置
された街頭防犯カメラ等のリアルタイムの映像を
通信指令業務に活用するシステムを視察した。

通信指令システムの説明を受ける
岡山県公安委員会委員（左側）

事例 ▶
Case
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また、警察法の規定により、国家公安委員会は警察庁に対して、都道府県公安委員会は都道
府県警察に対して、監察について必要があると認めるときは、具体的又は個別的な監察の指示
をすることができる。

（４）公安委員会相互間の連絡
国家公安委員会と各都道府県公安
委員会は、相互に独立した機関であ
るが、その職務の性質から、常に緊
密な連携を保つため、各種の連絡会
議を開催している。平成26年中は、
国家公安委員会と全国の都道府県公
安委員会との連絡会議を２回開催し、
警察署協議会の活動状況等について
意見交換を行った。
また、26年中は、各管区及び北海
道において、管内の府県公安委員会
相互、道公安委員会と方面公安委員
会相互の連絡会議が合計13回開催され、国家公安委員会委員も出席し、各道府県の治安情勢や
それぞれの取組についての報告や意見交換が行われたほか、都、道、府及び指定県の公安委員
会相互の連絡会議が開催された。

図表１−５ 苦情申出制度の概要

調査の指示

調査結果・措置の報告

﹇
申
出
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へ
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内
容
の
決
定
﹈

申
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　者

都
道
府
県
公
安
委
員
会

都
道
府
県
警
察

調
査
・
措
置

・文書作成が困難な者に対する
文書作成の援助

・文書の補正

都道府県警察の職員の職務執行に
関する苦情申出（文書による）

処理結果の通知（文書による）
　※　申出者の所在が不明な場合等を除く

26年５月、神奈川県において、東京都、北海道、
大阪府、京都府及び12の指定県の公安委員会委
員を対象とする16都道府県公安委員連絡会議が
開催され、公安委員会宛ての苦情の申出等の現状
や公安委員会の役割と活動の充実について議論を
行った。

16都道府県公安委員連絡会議

事例 ▶
Case

全国公安委員会連絡会議
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公安委員の声公安委員の声
警察官の充実について

熊本県公安委員会委員長
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せい

　近年、私たちのごく身近なところで、子供に対する声掛け事案や特殊詐欺、ストー
カー事案、危険ドラッグ等生活の安寧を脅かす様々な犯罪が増加傾向にあるように思
えます。
　とりわけストーカー行為やＤＶ等、初期の段階からしっかりと対応すべき事案が多
くなっている気がします。切羽詰まって警察に駆け込む住民にとって、警察は最後の
拠り所であり、期待と信頼は大変大きいものと想像されます。そのため相談にしっか
りと耳を傾けることで相談者に安心感を与え、その後も的確にフォローをすることが
重要です。　
　また、現在警察では、限られた定員の下で創意工夫しながら、日夜懸命な努力を続
けられていますが、それでも複雑化・多様化している住民の日常生活との関わりでは、
多くの困難に直面しています。
　そのような状況下で住民の期待に応えていくためには、日頃の教養・訓練、そしてそれらを通じての職員の考え方や意
識の醸成は欠かせません。あわせて、新たな今日的事案に対処できる専門家の確保も必要だと思います。例えば、スト
ーカーやDVの相談に来られる住民の方々に寄り添い、相談に適切に対応できる専門的能力を備えた警察官が存在すれば、
住民にとって大変心強いでしょう。今後警察官の増員を図っていく中で、昨今の生活環境の中で必要とされる警察への
ニーズを分析し、それに応じた多様な人材確保のために、更に知恵を絞っていく必要があるのではないでしょうか。私も
公安委員として、警察の方と一緒に知恵を絞り、「安全・安心なくまもと」の実現に微力ながら寄与したいと考えています。

委員就任　　平成24年７月31日（１期目）
委員長就任　平成25年７月１日（２期目）
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の人」たれ
富山県公安委員会委員
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我が国の犯罪情勢は、刑法犯の認知件数が平成14年をピークに一貫して減少してい
る反面、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の被害総額が過去最高となるなど依然と
して予断を許さない状況である。こうした中、警察庁では「国民の期待と信頼に応え
る強い警察の確立」に向け、積極的かつ合理的な組織運営の推進に取り組んでおられる。
また、高齢化の進展や単身世帯の増加に伴い、地域の人間関係が希薄化する現代に
適した効果的･効率的な捜査手法の改革にも迫られている。このように様々な難局に直
面する逆境の時こそが組織改革のチャンスでもあり、このためには警察官一人ひとり
のより一層の真摯な取組姿勢が求められる。大切なことは、それぞれが持ち場で最善
を尽くす、つまり「一隅を照らす」のだと言う志を持ち続けることと、そうした人を
警察も今以上に評価していくことだと思われる。
この「一隅を灯す人」からさらに一歩進め、灯りを高く掲げ周りをも明るくする人
を「秉

ひょう
燭
そく
の人」というが、警察官の皆さんにはこの秉燭の人を目指し、日々の業務に最善を尽くしてほしい。この

ことがひいては国民の期待と信頼に応える強い警察組織へと進化される道ではないかと考えている。高い志を掲げ大
いなる自負を持ち、警察官として充実した人生を送られるよう祈念している。

委員就任　　平成25年10月８日（１期目）


